
市町村の区域を超えた地域密着型サービスの利用（越境指定）事務手続きフロー 

利用者 

（双葉町の被保険者） 

事業所 

(双葉町外の事業所) 
事業所所在市区町村 双葉町 

    

 

 

②事前相談 

①双葉町外の地域密 

着型サービスの 

利用等の相談 

③事前相談 

⑥施設利用者届出書 

⑦同意の協議依頼 

⑧同意書の送付 

⑩指定申請書の 
送付 

（利用可の場合） 

⑪指定通知書の 
送付 

⑬相双保健福祉事 
務所へ進達 

(事業所台帳に登録) 

⑫サービス利用開始 

⑨利用の可否を 
連絡 

⑤事前連絡 

④事前協議（電話） 
事業所所在市町村⇔双葉町 


